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　（
１３
）　
専
　
決
　
処
　
分
　
書

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
18
0条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
専
決
処
分
を

す
る
。

　
　
令
和
５
年
１
月
30
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
条
例
（
平
成
26
年
鳥
取
県
条
例
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前

（
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
会
議
）

第
12
条
　
略

（
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
会
議
）

第
12
条
　
略

２
　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
会
議
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
（
平
成
24
年
法
律
第
65
号
）
第
72
条
第
４
項
に
掲
げ
る
事
務
を

処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
略

２
　
子
育
て
王
国
と
っ
と
り
会
議
は
、
前
項
に
掲
げ
る
事
務
の
ほ
か
、
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
（
平
成
24
年
法
律
第
65
号
）
第
77
条
第
４
項
に
掲
げ
る
事
務
を

処
理
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
略

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
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